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　加賀鳶とは、金沢の義勇消防のことを言い、江戸時代、加
賀前田藩が江戸本郷の藩邸に出入りの鳶職人で編成したお抱
え消防夫が始まりです。江戸時代の消防組織の一つである大
名火消の中でも、特異な装束と威勢の良さ、見事な火消し活
動で名高かったそうです。明治維新以降その加賀鳶を江戸か
ら招いて、手押しポンプ、鳶口梯子を使った消防を組織して
現在の義勇消防団ができ上がりました。毎年１月第一日曜日
（１日～４日が日曜日の場合、翌日曜日）「寒の入り」の雪
が降り寒さが厳しい日に市内の全消防団が集まり、出初め式
が行われます。直立した梯子の上で一人の演者が威勢の良い
掛け声とともに身軽な仕草と熟練した技を披露する「梯子の
ぼり」は見応えがあります。









消防庁長官及び日本消防設備安全センター理事長表彰

消防庁長官式辞

左からニッタン(株)金沢支店長の
田中貴大氏、松尾 勉氏、野村洋明氏

　消防行政の推進に寄与し、その
功績が顕著であったものを消防庁
長官が表彰する平成28年度消防設
備保守関係功労者表彰及び一般財
団法人日本消防設備安全センター
理事長表彰の表彰式が去る11月２
日（水）東京都港区元赤坂の明治
記念館で開催されました。

野村氏、松尾氏に理事長表彰
　永年にわたり、消防用設備等の適正な
設置、維持管理の適正化又は普及に努
め、他の模範となると認められた野村洋
明氏、松尾　勉氏が一般財団法人日本消
防設備安全センター理事長表彰を受賞さ
れました。

優良事業所に
ニッタン(株)金沢支店

　永年にわたり、消防用設備点検済表示
制度の推進とその普及に尽力し、優れた
業績を有する事業所として、ニッタン株
式会社金沢支店が一般財団法人日本消防
設備安全センター理事長表彰を受賞され
ました。

協会創立40周年記念式典・祝賀会の開催
　当協会では、本年創立40周年を迎えることから、通常総会に合わせて下記により記念式典
及び祝賀会を開催することとしています。

日　時：平成29年６月６日（火）午後３時30分～（通常総会：午後２時～）
場　所：ANAクラウンプラザホテル金沢３階「鳳の間」　金沢市昭和町16－３



発 番 号 日  付 発  信  者 標　　　　　　　　　　　　題

消防予
 第186号

H28.6.3 消防庁
 予防課長

　エアゾール式簡易消火器の不具合に係る注意喚起等について
　標記の件については、これまでに約65,000本が回収されており、
近年は、事故認知件数も減少傾向になっているが、引き継き破裂事
故が確認されていることから注意喚起を願いたい。また、破裂事故
を覚知した場合は、消防庁へ報告をされたい。

消防予
 第211号

H28.6.17 消防庁
 予防課長

　樹脂製消火器の不具合(破裂事故)に係る注意喚起について
　厨房内に設置されている樹脂製消火器（本体容器にポリエチレン
ナフタレートを用いた消火器）に不具合(破裂事故)が発生したとの報
告が製造者からあった。現在、製造者において、顧客や販売代理店
等に対してその取扱いに関する注意喚起及び厨房内に設置されてい
る樹脂製消火器の回収交換が行われていることから消防機関におい
ても、取扱い等に留意をするようお願いしたい。また、事故原因に
ついては現在詳細な調査が進められているので、報告があり次第改
めて通知する予定。

消防予　
 第237号

H28.7.29 消防庁
 予防課長

　結合金具に接続する消防用接続器具の構造、性能等に係る技術基
準の一部改正について
　平成25年に「消防法施行令の一部を改正する政令」が施行され、
一人操作が可能であって、かつ設置間隔を25m以下とする2号消火栓
の普及に伴い、当該消火栓の消防用ホースに対応する呼称25の差し
口又は受け口を有する媒介金具の使用事例が増加していること等を
踏まえ、結合金具に接続する消防用接続金具の構造、性能等に係る
技術基準の一部を改正した。

消防予
 第240号

H28.8.3 消防庁 
 予防課長 

　消防法施行規則の一部を改正する省令及び火災通報装置の基準の
一部を改正する件の運用上の留意事項について（通知）
　火災報知装置については、近年のＩＰ電話回線の普及に伴い、火
災報知装置を誤ってＩＰ電話回線に接続してしまう事例が散見され
た。そのような状況を踏まえ、消防庁では、ＩＰ電話回線に火災報
知装置を接続することを前提に、呼返し信号の適切な受信、停電時
の機能維持を担保するための方策等を検討してきたが、これらの技
術的課題の解決方策が確立されたため、法改正した。改正省令によ
る改正後の消防法施行規則及び改正告示による改正後の火災通報装
置の基準の運用に当っての留意事項が次のとおり示めされた。
①消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準関係
②火災通報装置の構造、性能等関係
③病院・診療所等に係る診療科名の取扱い関係

消防予 
 第264号

H28.9.6 消防庁
 予防課長  

　光警報装置の設置に係るガイドラインの策定について(通知)
　光により火災の発生を伝える警報装置は、音以外の方法により聴
覚障がい者等に対し火災の情報を伝達する手段として一定の効果が
期待できることから、「高齢者や障がい者に適した火災警報装置に
関する検討部会」で空港や社会福祉施設等での実証実験結果を踏ま
え、より効果的な設置方法について検討し、光警報装置の設置に係
るガイドラインが取りまとめられた。

注） 詳細な内容については、当協会ホームページの「ＴＯＰＩＣＳ」欄でご確認ください。また、各種申請様式等につ
いては、(一財)日本消防設備安全センターホームページの「法令様式」をご利用ください。

平成28年６月以降の主な通知等



  点検報告率は、全国平均で48.2％に！
　消防用設備の点検報告率は、前年度の48.0%より上昇したものの、依然として50%を割る状況と
なっており、規模や用途別、都道府県による格差が 大きくなっています。また、近年、小規模な施設
において多数の被害者を出す火災が見られることから、よりきめ細かな法令改正が行われており、更な
る制度の周知と適正な点検の実施が必要となっています。       
　本県の点検報告率は、41.6%で年々少しずつ高くなってきているものの、全国での順位は下位の状況
が続いています。

都道府県別消防用設備点検報告率の推移

都道府県名
H26.3.31 H27.3.31 H28.3.31

都道府県名
H26.3.31 H27.3.31 H28.3.31

率(%) 順位 率(%) 順位 率(%) 順位 率(%) 順位 率(%) 順位 率(%) 順位

北 海  道 56.1 6 58.1 6 59.8 5 滋  賀  県 42.5 22 42.6 24 42.7 26

青  森  県 43.3 18 44.9 21 44.7 18 京  都  府 39.8 31 45.0 20 43.6 22

岩  手  県 59.9 4 62.6 2 60.4 4 大  阪  府 53.2 8 54.1 7 53.1 12

宮  城  県 40.0 29 39.4 35 41.4 32 兵  庫  県 43.3 19 45.9 19 52.1 13

秋  田  県 30.8 43 32.8 42 35.3 38 奈  良  県 40.1 28 42.2 26 44.4 21

山  形  県 45.0 16 43.7 22 44.6 19 和歌山県 34.5 38 32.5 43 33.6 42

福  島  県 41.7 24 42.6 25 39.5 35 鳥  取  県 43.4 17 46.9 17 43.3 24

茨  城  県 29.7 44 29.8 46 31.8 44 島  根  県 38.9 35 40.5 33 41.5 31

栃  木  県 32.0 42 31.8 44 30.9 46 岡  山  県 46.0 14 51.1 14 53.5 11

群  馬  県 33.3 39 33.4 40 34.4 40 広  島  県 61.3 2 60.9 4 63.4 2

埼  玉  県 39.8 30 41.7 27 41.7 29 山  口  県 55.9 7 54.0 8 56.7 7

千  葉  県 39.1 33 41.2 29 43.0 25 徳  島  県 26.6 46 34.9 37 32.7 43

東  京  都 69.4 1 70.4 1 66.8 1 香  川  県 28.8 45 30.6 45 31.1 45

神奈川県 45.9 15 46.1 18 43.6 23 愛  媛  県 57.2 5 59.4 5 59.7 6

新  潟  県 41.1 27 39.7 34 41.3 33 高  知  県 43.0 20 40.8 31 42.5 27

富  山  県 53.0 9 54.0 9 55.6 8 福  岡  県 50.3 12 51.1 13 49 16

石  川  県 39.2 32 40.9 30 41.6 30 佐  賀  県 42.0 23 50.0 15 54.6 9

福  井  県 32.7 41 32.9 41 34.4 39 長  崎  県 61.0 3 61.7 3 61.5 3

山  梨  県 39.0 34 33.5 39 36.4 37 熊  本  県 37.5 36 51.4 12 51.5 14

長  野  県 41.7 25 40.6 32 40.7 34 大  分  県 37.5 37 36.8 36 36.8 36

岐  阜  県 47.3 13 48.1 16 51.0 15 宮  崎  県 42.8 21 41.5 28 42.5 28

静  岡  県 41.5 26 43.4 23 44.5 20 鹿児島県 52.9 10 53.8 11 44.8 17

愛  知  県 52.4 11 53.9 10 54.3 10 沖  縄  県 17.5 47 18.0 47 17.6 47

三  重  県 32.8 40 34.4 38 34.2 41 全国平均 46.7 - 48.0 - 48.2 -

資料：消防庁防火対象物実態調査（但し、H28.3.31の数値は暫定値）       
  消防法では、防火対象物関係者（所有者・管理者・占有者）に消防用設備等の定期的な 点検と消防機関への報告を義務
付けています。（消防法第17条の3の3）
　・機器点検：６カ月ごと（消火器や自動火災報知設備等の外観や機器の機能を確認します。）    
　・総合点検：１年ごと（機器を作動させて、総合的な機能を確認します。）      
　・点検結果の報告：特定防火対象物（毎年）、その他の防火対象物（３年に１回）



点検済票（ラベル）は、都道府県消防設備協会が一定の要件を満たしている点検実施者

（表示登録会員）に交付するものです。





■ ■　 消防用設備等点検状況調査集計表 　■ ■
（点検推進指導員実地調査分：H22.12～H28.10）
施設
区分 施  設  種  類 訪問数 未点検数

点検数 協　会
ラベル

自  社 
ラベル

他  県 
ラベル 未貼付 新設更新

会　員 会員外

1－ロ
集 会 場 5 0 4 1 4 0 0 1 0

集会場（公民館） 77 3 61 13 61 13 0 0 0
3－ロ 飲 食 店 1 0 1 0 1 0 0 0 0

4
店舗（スーパーマーケット） 27 1 23 3 21 1 3 0 1
店舗（薬局・書店・洋服等） 140 14 114 12 96 13 4 13 0

5－イ 旅館・ホテル 30 0 29 1 28 1 1 0 0
5－ロ 共 同 住 宅 353 3 347 3 331 3 0 15 1
6－イ 病 院・医 院 69 0 69 0 67 1 1 0 0
6－ロ 老人ホーム等 256 8 197 51 182 49 5 12 0

6－ハ
老人ディサービスセンター等 45 7 36 2 31 1 0 3 3

保 育 所 342 17 272 53 259 51 0 13 2
6－ニ 幼 稚 園 28 0 27 1 27 1 0 0 0

7
小・中学校 72 0 72 0 72 0 0 0 0
高校・専門学校 33 0 31 2 31 0 0 2 0

8 図書館・美術館等 28 0 26 2 26 1 0 0 1
9－ロ 公衆浴場 1 0 1 0 1 0 0 0 0
11 神社・寺院 1 0 1 0 1 0 0 0 0
12－イ 工場・作業場 105 24 76 5 70 9 1 2 0
13－イ 自動車車庫・駐車場 5 0 5 0 5 0 0 0 0
14 倉　　庫 28 2 25 1 24 1 0 0 1

15
事業場（事務所） 107 6 94 7 88 10 1 0 2
事業場（農協） 23 0 23 0 14 2 0 6 1

16－イ 複合施設 58 3 52 3 47 6 1 1 0
16－ロ 複合施設（物流基地等） 2 1 0 1 0 1 0 0 0

合　　　　　　　　計 1,836 89 1,586 161 1,487 164 16 68 12
構　成　比　（％） 100.0% 4.8% 86.4% 8.8% 81.0% 8.9% 0.9% 3.7% 0.7%

注：未点検数には、期間内（６か月ごと）の点検がなされていないものも含む。

■ ■　 平成28年度消防設備士試験結果 　■ ■
試験実施日(前期) 平成28年7月23日(土)
試験の種類 受験申請者 受験者数 合格者数 合格率％ 試験の種類 受験申請者 受験者数 合格者数 合格率％

甲
　
　
　
　
種

特　類 4 4 1 25.0

乙
　
　
　
　
種

第１類 11 10 2 20.0
第１類 109 88 13 14.8 第２類 11 11 5 45.5
第２類 21 19 3 15.8 第３類 6 6 2 33.3
第３類 31 29 9 31.0 第４類 91 81 18 22.2
第４類 154 132 31 23.5 第５類 11 11 4 36.4
第５類 25 23 5 21.7 第６類 213 196 90 45.9

第７類 66 61 28 45.9
合計 344 295 62 21.0 合計 409 376 149 39.6

甲・乙総合計 753 671 211 31.4



◎ 平成２９年講習期日（予定）のお知らせ
項　　　　　　　　　　目 期　　　　　　　　　　　日

消防設備士法定講習（消火設備） 　２月１４日（火）、 １５日（水）

　　　　〃　　　　（避難設備・消火器） 　２月１６日（木）、 １７日（金）

　　　　〃　　　　（警報設備） 　２月２１日（火）～２４日（金）

消防設備士試験予備講習（１類・４類・６類） 　６月２６日（月）～２８日（水）

表示登録会員点検実務研究会 　８月２５日（金）

消防設備点検資格者再講習（第１種） １０月１８日（水）

　　　　　 〃 　　　　　（第２種） １０月１９日（木）

◎平成２８年度協会の動き（６月～１２月）
会議等名称 日　　時 場　　所 内　　　　　　　　　　容

消防設備士試験
予備講習

6月28日(火)
～30日(木)

石川県地場産業
振興センター

受講者：第１類、第４類、第６類計　３４人

点検実務研究会 8月26日(金)
石川県地場産業
振興センター

受講者：５６人（会員）

平成28年度
　第２回正副会長会議

9月28日(水) KKRホテル金沢
理事会及び表示管理委員会提出議題について
第１回創立４０周年記念事業運営委員会

平成28年度
　第２回理事会

9月28日(水) KKRホテル金沢

・平成28年度一般会計事業の実施状況について
・その他
　安全センター理事長表彰の決定について
　会員の入退会状況について

第44回消防用設備等
点検済表示管理委員会

9月28日(水) KKRホテル金沢
・点検推進指導員の防火対象物訪問状況について
・点検済票の交付状況について
・容器弁バルブ類ラベルの取扱いについて

消防用設備
点検資格者
講習

第１種
10月11日(火)
～13日(木) 石川県地場産業

振興センター

受講者：３７人

第２種
10月18日(火)
  ～20日(木)

受講者：３９人

消防用設備
点検資格者
再講習

第１種 11月16日(水)
石川県地場産業
振興センター

受講者：６４人

第２種 11月17日(木) 受講者：５５人

平成28年度東海北陸
消防設備協会連絡協議
会総会

10月27日(木)
  　28日(金)

富山県富山市
とやま自遊館

・ 「容器弁バルブ類点検済証」の交付状況及び手続き上
の問題点等の有無について
・ 各講習における欠席者（欠席連絡なしの者）に対する
受講料の取扱いについて
・ 協会会員（表示登録会員を含む）に対する特典の提供
について

平成28年度都道府県
消防設備協会会長会議
及び消防設備関係功労
者等表彰式

11月2日(水)
東京都港区
元赤坂
明治記念館

(会長会議)
講演１:最近における予防行政の動向について
講演２:ＮＨＫが目指す災害報道
(表彰式)
・安全センター理事長表彰 
　　保守関係者：野村洋明氏、松尾  勉氏
　　優良事業所：ニッタン(株)金沢支店




